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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】資産税課・土地係 

個人情報ファイルの名称 PasCAL（土地情報管理システム） 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
財務部資産税課 

個人情報ファイルの利用目的 土地の賦課業務を行うため 

記録項目 

１土地所有者氏名、２義務者コード、３住所、４一筆コード、

５所在地、６筆外（数）、７登記名義人、８登記地目・地積、

９現況地目・地積、１０課税地目・地積、１１課税・非課税（区

分）、１２住宅認定（小規模住宅・一般住宅・非住宅用地）面

積 

記録範囲 土地の所有者 

記録情報の収集方法 法務局 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）うるま市総務部総務政策課 

（所在地）〒904-2292 うるま市みどり町一丁目１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

備考 

 

作成日：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】資産税課・土地係・家屋係 

個人情報ファイルの名称 Acrocity（業務名：固定資産税） 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
財務部資産税課 

個人情報ファイルの利用目的 土地・家屋・償却資産の賦課業務を行うため 

記録項目 

【共通】１納税義務者コード、２納税義務者住所・氏名、３納

税管理人コード、４納税管理人住所・氏名 

 

【土地】５所在地、６地目、７地積、８評価方法・用途地区、

９（前年）評価額・課税標準額、１０（今年）評価額・課税標

準額、１１負担水準、１２住宅認定面積内訳（小規模住宅・一

般住宅・非住宅用地）、１３住宅認定課税標準額内訳（小規模

住宅・一般住宅・非住宅用地）、１４持分、１５特例・減免・

非課税区分、１６税相当額 

 

【家屋】１７所在地、１８家屋番号、１９新増区分、２０一棟

コード、２１同一棟コード、２２構造、２３種類、２４屋根、

２５地上・地下階数、２６建築年月日、２７登記年月日、２８

住宅戸数、２９登記床面積、３０課税床面積、３１評価額・課

税標準額、３２軽減税額等終了年・対象床面積・軽減税額 

 

【償却資産】３３課税標準額、３４資産種別、３５特例・減免

区分 

 

【課税共通】３６年税額、３７期別税額 

記録範囲 土地・家屋・償却資産の納税義務者、納税管理人 

記録情報の収集方法 法務局、本人又は代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）うるま市総務部総務政策課 

（所在地）〒904-2292 うるま市みどり町一丁目１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

備考 
 

作成日：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】資産税課・土地係・家屋係 

個人情報ファイルの名称 Acrocity（業務名：固定資産税） 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
財務部資産税課 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産税の証明発行事務のため 

記録項目 

【共通】１納税義務者コード、２納税義務者住所・氏名、３納

税管理人コード、４納税管理人住所・氏名 

 

【土地】５所在地、６地目、７地積、８評価方法・用途地区、

９（前年）評価額・課税標準額、１０（今年）評価額・課税標

準額、１１負担水準、１２住宅認定面積内訳（小規模住宅・一

般住宅・非住宅用地）、１３住宅認定課税標準額内訳（小規模

住宅・一般住宅・非住宅用地）、１４持分、１５特例・減免・

非課税区分、１６税相当額 

 

【家屋】１７所在地、１８家屋番号、１９新増区分、２０一棟

コード、２１同一棟コード、２２構造、２３種類、２４屋根、

２５地上・地下階数、２６建築年月日、２７登記年月日、２８

住宅戸数、２９登記床面積、３０課税床面積、３１評価額・課

税標準額、３２軽減税額等終了年・対象床面積・軽減税額 

 

【償却資産】３３課税標準額、３４資産種別、３５特例・減免

区分 

 

【課税共通】３６年税額、３７期別税額 

記録範囲 土地・家屋・償却資産の納税義務者、納税管理人 

記録情報の収集方法 法務局、本人又は代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）うるま市総務部総務政策課 

（所在地）〒904-2292 うるま市みどり町一丁目１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】資産税課・家屋係 

個人情報ファイルの名称 家屋評価システム HOUSAS（物件管理） 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
財務部資産税課 

個人情報ファイルの利用目的 家屋の評価を行うため 

記録項目 

１所在地、２所有者氏名・住所、３家屋番号、４新築・増築区

分、５用途、６主体構造、７屋根構造、８適用基準、９住居数、

１０住宅面積、１１課税床面積、１２登記床面積、１３階層、

１４軽減面積、１５建築日、１６登記日、１７調査日、１８再

建築費、１９㎡評点数、２０経年減点補正率、２１一点単価、

２２評価額 

記録範囲 家屋の所有者 

記録情報の収集方法 法務局、本人又は代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 コザ県税事務所 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）うるま市総務部総務政策課 

（所在地）〒904-2292 うるま市みどり町一丁目１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】資産税課・家屋係 

個人情報ファイルの名称 建築確認申請リスト 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
財務部資産税課 

個人情報ファイルの利用目的 家屋調査を行うため 

記録項目 

１建築主所属、２建築主氏名、３所在地、４主要用途、５工事

種別、６構造、７階層、８申請床面積、９建物全体面積 

記録範囲 建築確認申請者 

記録情報の収集方法 うるま市建築行政課 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）うるま市総務部総務政策課 

（所在地）〒904-2292 うるま市みどり町一丁目１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

備考 

 

作成日：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】資産税課・土地係・家屋係 

個人情報ファイルの名称 Expert Plus 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
財務部資産税課 

個人情報ファイルの利用目的 土地・家屋の賦課業務を行うため 

記録項目 

１納税義務者コード、２納税義務者住所・氏名 

記録範囲 土地・家屋の納税義務者 

記録情報の収集方法 法務局、本人又は代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）うるま市総務部総務政策課 

（所在地）〒904-2292 うるま市みどり町一丁目１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

備考 
 

作成日：令和５年１１月７日 


